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1

安全・安心、環境関係について
（１）けやき台に限っていえば、若い世代が増えることが防犯面では有効と思う。空家対
策や住民増加のためには、魅力ある街にする企画を考えてみてはよいのではないか。
例として、けやき台は町並みがきれいなので、それももっと磨いてアピールできる「オープ
ンガーデン」のようなイベントを開催してみてもよいのでは。けやき台地区ができて30年
が経ち、空き家が増えてきているのでもっとPRしてほしい。町としても空き家対策の一環
で何か企画できないか。

オープンガーデンについては、すでに15区が町有地を借りて「ふれあい夢広場」を作って
います。17区にも町有地がありますので、17区自ら町有地を借りていただいて、オープン
ガーデンのようなものを作るのも一つではないかと考えます。
他にも昨年度から、移住・定住施策のひとつである、子育て・若者世帯の住宅取得補助
金に「若基小学校区加算」（10万円）を設け、けやき台を含む、若基小学校区への若者世
帯の増加を図っています。
さらに今年の10月から若基小学校前にコミュニティバスのバス停を設置する予定であ
り、各区からコミュニティバスでの登校ができるようにダイヤ調整を行っております。
けやき台の空き家については、所有者に売買や賃借の意思があればすぐに相手が見つ
かっています。それ以外で所有者の管理が行き届いておらず近隣に迷惑がかかってい
るようなケースがあれば町でしかるべき対応をとりますので、まちづくり課生活環境係に
ご相談ください。

2

（２）けやき台の並木（ケヤキやモッコウ）が剪定の後、枯れているところがある。業者が
剪定した後を確認いただきたい。剪定の専門家によると切り方が良くなかったり、切った
後に薬を塗らないので枯れるとのこと。業者が行った作業に対しての検査体制について
も検討いただいた方が良いのではないかと思う。

街路樹は造園業者等の専門業者に剪定を委託していますが、現地を確認し枯れている
ものは、伐採するようにいたします。

【後日追記】
現地を確認し枯渇していると思われる街路樹には目印を付けて監視しております。今
後、枯渇が進行し倒木の恐れが出てきた場合は速やかに伐採してまいります。

3

（３）-１
基山町内の自然環境保全・保護について町としてどのように考えているのか。開発によ
り基山町の豊かな自然がなくなりつつあり、いままで生息していた野鳥や動物などがい
なくなっている。北部公園近辺の森林伐採（森破壊）についても一考いただきたい。でき
る範囲で自然や生物について調査を行い、自然を守ってほしい。

6区の露出しているところについては、民間の土地になりますので、よっぽどのことがな
い限りは土取りのための森林伐採に町がストップをかけることはできません。ただし、調
整区域なので、住宅を建てることになれば町が計画を立てる必要があります。開発業者
から基山町に話があればそこから計画を立てることになりますが、現時点ではそういった
話はありません。
北部公園近辺の森林伐採についてはほとんどが町有地であり、皆様に相談なく開発が
行われるようなことはありません。
環境保護について、河川工事をする際には蛍の生態系に詳しい方に必ずご意見をいた
だくようにしていますし、オキナグサの保存についても環境省と連携をとるなどしていま
す。
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4

（３）-２
現在行われている６区の土取りについて、あまり搬出されていないように思うが、どこに
持って行く計画なのか。

当初予定していた計画が変更になったようです。また、今の時期に搬出しないのは、梅
雨時期であるためです。梅雨が明ければ、搬出が再開されると思われます。

【後日追記】
今後の計画について事業者へ確認したところ、仮水路の堆積土撤去等の作業後に土砂
搬出が予定されているとのことです。主な搬出先は民間の土地造成等の施工業者と聞
いています。

5

（３）-３
６区の土取りは町長が述べた10年間、毎年100戸ずつ程増やしていかなければならない
住宅建築促進の計画に含まれているのか。

今、開発で増やす住宅の計画が5年間で350戸あります。6区の土取り部分については、
その350戸には入っていません。ただし、その350戸という数値は町が主導するものの数
値であり、民間主導のものも含めれば、5年間で500戸はいくと考えています。

6

（４）17区は県・町の一斉清掃活動に加え独自の清掃活動を９月と３月に実施し、年４回
行っている。コミュニティ道路、ミニ公園（三角公園・ピヨピヨ公園・憩いの広場）、北部環
状線などの剪定・除草作業については、年間の計画を立てる前に事前に日程をヒアリン
グしていただきたい。
特に８月～９月にかけ小枝・草などが生い茂ったところについては、17区で剪定・除草な
どの作業を対応している。
剪定・除草作業については現在でも事前に財政課と作業日程を調整させてもらっている
が、現状、上手く噛み合っていない。業者に発注をかける前に日程調整ができればよい
と思う。剪定や除草の作業は植栽に則した時期に行わないと花が咲かなくなるといった
ことがあるので、そういったところも含めて適正なタイミングで対応いただきたい。

どこの業者に発注するか決まってからでないと日程調整はできないものですが、改めて
財政課に要望について伝えます。

【後日追記】
作業日程については、けやき台地区で年間計画されている清掃活動と重複しないよう地
元区長と打合せを行い、委託業者と日程調整を行っています。

7

（５）-１
空家の植木などの剪定について
高齢化の進展で空家が増えてきている。所有者がはっきりしている家については町から
所有者に依頼し対応いただいているが、所有者がはっきりしていない家については、植
木が隣の家や歩道などにはみ出しており対応に苦慮している。今後同様なケースの発
生が増えてくると考えられるが、町としての今後の対応策について伺いたい。

所有者が確認できない空家についても、納税管理人の方に剪定依頼を行うことは可能
ですので、空家の植木についての対応にお困りの場合は定住促進課定住促進係までご
相談ください。
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8

（５）－２
ある空家の植木の剪定について、その隣の家の住人や区長から町（定住促進課、まち
づくり課）に相談があったはずだが、町が全く対応していない。所有者が亡くなられて現
在の所有権がどこにあるのかを調査中と回答があったが、その間も木は成長するので、
隣に住んでいる方も困っている。

所有者を特定できないといったことはありませんので、現在の進捗について再度担当課
で確認します。所有者特定後は所有者への剪定依頼まではフォローできます。それでも
所有者に対応いただけなければ、最終的には法的措置を取ることができます。

【後日追記】当該空家については、現在、競売にかけられており令和４年８月下旬の売
却が決定しております。今後は新しい所有者の調査を行い、適切な管理をしていきたい
と考えています。

9

新型コロナ対策について
ワクチン接種についてはその手際の良さは他の市町村に誇れるものと思うが、ワクチン
の安全性などの情報がほとんどないのはいかがなものか。

新型コロナウイルスワクチンの安全性などの情報につきましては、国が情報提供してい
るものを改めて町でも広報していきます。

10
子育て教育について、小中学校で取組が強化されている英語とＩＴ教育は順調か。
課題があるとすればどのようなことか。

英検の補助を実施していることに加え、これから海外への短期留学等を中学生を対象に
実施してはどうかと考えています。ＩCＴ教育については、生徒に1人1台、タブレットを配布
するなど近隣自治体に比べて比較的進んでいると思います。ただし、教職員が、新たな
環境に対応するためのスキルをどの様に高めていくかが課題となっています。



町長懇談会議事録（　第17区　） 令和　４年　７月　９日（ 土 ）　　時間帯　18：30　～　20：45　　参加者　13名

№ 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど

11

行政全般について
ここ数年コロナの対応で明らかになったのは行政サービスの劣化でした。特に情報技術
の活用が進まない状況は、市町村から国に至るまでほとんど差が無いと認識している。
システムの導入は大きい組織ほど費用がかかるため、従来のように国が導入したシステ
ムを使うのではなく、町のレベルで始める方が導入の費用を抑えることができるだけでな
く、必要な人材育成も自前でできることになるのでは。

国や広域で仕様を決められたシステムが7割なので、残りの3割でできるだけ工夫をして
いきたいと考えています。
現在、LINEの自治体アカウントをより活用できるように講師を呼んで職員研修を実施した
り、管理職以上のビジネスLINEを検証してみているところです。
また、4月からキャンプ場の予約がネットでできるようになりました。今後町民会館や体育
館の申し込みもスマホでできるようにしたいと考えています。
他にも12月に電気自動車を2台庁用車として購入しますが、土・日・祝日に町民に貸し出
せるよう貸出システムを構築する予定にしています。このシステムを応用して公民館の
予約システム及び自動施錠システムを導入できないかと考えています。
タブレットを用いた動画配信を公民館で行うことも検討中です。
住民の皆さんからアドバイス要望をいただければと思います。

12
広報の発行回数を減らす話が去年出ていたが、他の回覧配布物も減らせないか。
配布物もLINE等で実施してはどうか。

高齢者など、紙媒体の需要が一定数ありますので、まずは広報の発行回数の問題につ
いて今年度、2回から1回に減らす実証実験を予定しています。

【後日追記】11月の広報の発行回数を実証実験として１回にします。

13

スポーツイベントについて
町内で行われる体育会のようなスポーツイベントは長らく区対抗の形で行われている
が、急速に進む高齢化を鑑みると従来のような競技種目ではなく、参加者が全員で楽し
みながら体を動かす形態に変えていくべきでは。
（例：太極拳、エアロビクス、ダンス、紙飛行機飛ばし）

現在スポーツ推進員と協議が行われています。
とにかく、みんなが参加できる、参加したい人が参加できる仕組みが必要なのではない
か、という話をしているところです。

14 サガン鳥栖の観戦ツアーなどで子供たちに対し町から資金を出せないか。
サガン鳥栖応援のふるさと納税を行っていますので、それが一定金額貯まったら町民対
象のツアーの実施を考えているところです。
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15

高齢者福祉ボランティア活動「なごみ」について
「なごみ活動」は、基山町の行政部門からSGKに委託された高齢者福祉を目標とするボ
ランティア組織であると理解しており、その一員として活動に参画しているものです。しか
しながら、高齢者福祉施策上のその位置づけがどこにあるのか、また、今後どのような
方向に展開していこうとしているのかという基本的問題についての考え方が必ずしも明
確に示されておらず困惑しています。

（１）幾多の難題を含む高齢化社会の到来を目前に、「なごみ活動はどのようにあるべし
と考えるか」、高齢者福祉施策上の観点からのその位置についての見解をお聞かせ願
いたい。町からは最初の2～3回程来ただけであとは指導等が何もない。SGKだけでやっ
ていくのは難しい。

16

（２）現在実施中のなごみ活動の内容についての感想をお聞かせ願いたい。
なごみの活動に参加する人たちからは活動について今後も続けたいと支持を得ている
が、行政としてはどう考えているのか。

17

（３）これからのなごみ活動はどのように展開するのが望ましいのかについての見解をお
聞かせ願いたい。
なごみの活動は基山町全体が対象のはずなのに、現状は17区の人が10人程度参加し
ているだけであることを踏まえて、今後のことを行政はどう考えているのか。

18
17区の中に1箇所植物がすごく伸びるところがある。一度低く剪定してもらったが、すぐ伸
びてしまう。安全のために引き抜いてほしい。

区の中で剪定の同意を取ってから、町にご相談いただければ、剪定いたします。

高齢者福祉、介護予防について企業ではないところ（第三セクター）が通所型サービスB
の事業を実施するというスキームで始めたのが「なごみ」です。
当時の担当者が異動した後、現在の担当者になごみの事業についての詳細が引き継が
れていない可能性がありますので、一度担当者と話し、再度なごみの位置づけについて
合意を取ります。その後、なごみの管理運用者と話をしたいと思います。
今後の運用として、参加者が17区の方が多いということであれば、17区の通いの場に移
行してその通いの場のサポータの役割をなごみにしていただくといった方法や、基山町
全体の通所型サービスBを考えてSGKとして事業化するという方法などいくつか考えられ
ると思います。
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19
白坂久保田線の4丁目入口（4-11-1近辺）舗装した後に水たまりができる。建設課に依
頼し現場確認済であるがまだ修復されていない。

建設課に確認いたします。

【後日追記】
工事完了後、３月及び４月に排水処理補修(手直し)を行っております。しかし、交差点部
の横断側溝が無く、水たまりができる恐れがあるため、舗装の種類を変更し、再度一部
補修(手直し)を年内に施工する予定でおります。

20
北部公園のグラウンドの草がすぐ伸びる。7～8年前に過去排水処理の関係で土を入れ
替えた影響か。

まずは何の工事を行ったのか等、確認します。

【後日追記】
平成23年に排水改修工事を行っております。その当時排水しやすいように土を入れかえ
ておりますが年数が経過し、周辺の種子が風により飛来し草が繁茂していると思われま
す。現在は年に2回除草作業委託を行っておりますが繁茂状況によっては職員が草刈り
を行っております。

21 基山の通天洞と東屋、どちらも入れないようになっているが、今後どうなるのか。
東屋は今年設計して、来年度改築します。
通天洞はかなりの費用がかかるため、今後について検討中です。


